
- 1 -

（
経
済
産
業
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
一
号
）（
衆

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
、
国
際
的
な
資
源
獲
得
競
争
が
激
化
し
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
の

重
要
性
が
よ
り
一
層
増
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
資
源
確
保
の
支
援
を
強
化
す
る
た
め
、
独
立
行
政

法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
金
属
鉱
物
の
採
掘
権
等
の
買
収
に
係

る
出
資
業
務
及
び
政
府
保
証
付
き
長
期
借
入
金
等
の
対
象
拡
充
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
業
務
の
範
囲

機
構
の
業
務
に
つ
い
て
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

１

金
属
鉱
物
の
採
掘
を
す
る
権
利
等
の
譲
受
け
等
に
必
要
な
資
金
（
以
下
「
権
利
譲
受
け
資
金
」
と
い
う
。
）
を
供
給
す

る
た
め
の
出
資

２

機
構
以
外
の
者
へ
の
譲
渡
を
目
的
と
し
て
行
う
金
属
鉱
物
の
探
鉱
を
す
る
権
利
等
の
取
得
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二
、
長
期
借
入
金
等
の
対
象

機
構
が
行
う
長
期
借
入
金
等
に
つ
い
て
、
権
利
譲
受
け
資
金
を
供
給
す
る
た
め
の
出
資
及
び
債
務
保
証
等
に
必
要
な
費
用

を
対
象
と
す
る
。

三
、
そ
の
他

機
構
の
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

四
、
附
則

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


